
発議第 １ 号 

 

 

みやき町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

 

 

みやき町議会委員会条例の一部を次のように改正したいのでみやき町議会会議規則第

１４条第２項の規定により提出します。 

 

 

令和８年 ３月 ９日 提出 

 

 

 

提出者    みやき町議会運営委員会 
 

委 員 長 武 田 光 邦 

 

 

 

 みやき町議会議長  平 野 達 矢  様 

 

 

提案理由 

 常任委員会の専門性および継続性を高め、より深化させた議会審議を実現するべく、

みやき町議会委員会条例を改正する必要があるため。 

 

 



みやき町議会委員会条例の一部を改正する条例 

みやき町議会委員会条例（平成17年みやき町条例第139号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中「２年」を「議員の任期」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



みやき町議会委員会条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表 

改  正  前 改  正  後 

（常任委員の任期） （常任委員の任期） 

第３条 常任委員の任期は、２年＿＿＿とする。ただし、後任者

が選任されるまで在任する。 

第３条 常任委員の任期は、議員の任期とする。ただし、後任者

が選任されるまで在任する。 

２ （略） ２ （略） 
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